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令和２年度答申第９５号 

令和３年３月３１日 

 

諮問番号 令和２年度諮問第９８号（令和３年２月１０日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律２９条１項に基づく入院措

置に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求に係る処分は、継続的事実行為であるにもかかわら

ず、審査庁は、本件審査請求の対象を当該処分の審査請求提起時点ま

での部分に限定し、その部分の適法性及び妥当性を検討したのみで、

本件審査請求は棄却すべきである旨の判断をしている点において、審

査庁の考え方は、妥当とはいえない。ただし、審査庁は、審査請求提

起後の入院措置の継続についても適法かつ妥当であるとする判断を追

加し、資料を提出しているので、これも併せ考慮すると、本件審査請

求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、結論においては妥当で

ある。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

１ 本件審査請求の骨子 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、Ａ知事（以下

「処分庁」という。）から、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号。以下「精神保健福祉法」という。）２９条１項の規定

に基づき、入院措置の処分（以下「本件処分」という。）を受けたことから、
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審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。 

２ 関係する法令の定め 

（１）精神保健福祉法２３条は、警察官は、職務を執行するに当たり、異常な   

拳動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他

人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、そ

の旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない旨

規定する。 

（２）精神保健福祉法２７条１項は、都道府県知事は、精神保健福祉法２２条か

ら２６条の３までの規定による申請、通報又は届出のあった者について調査

の上必要があると認めるときは、その指定する指定医（精神保健福祉法１８

条１項に規定する精神保健指定医をいう。以下同じ。）をして診察をさせな

ければならない旨規定する。 

精神保健福祉法２８条の２は、診察をした指定医は、厚生労働大臣の定め

る基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護

のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害

を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない旨規定する。 

（３）精神保健福祉法２９条１項は、都道府県知事は、診察の結果、その診察を

受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなけれ

ばその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると

認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させ

ることができる旨規定し、同条２項は、都道府県知事がその者を入院させる

には、その指定する２人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者で

あり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために

自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各

指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない旨規定する。 

（４）精神保健福祉法２９条の４第１項前段は、都道府県知事は、精神保健福祉

法２９条１項の規定により入院した者（以下「措置入院者」という。）が、

入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及

ぼすおそれがないと認められるに至ったときは、直ちに、その者を退院させ

なければならない旨規定する。 

（５）精神保健福祉法３８条の２第１項前段は、措置入院者を入院させている精

神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で

定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健
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所長を経て都道府県知事に報告しなければならない旨規定し、同項後段は、

上記事項のうち厚生労働省令で定める事項については、指定医による診察の

結果に基づくものでなければならない旨規定する。 

   精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則（昭和２５年厚生省令

第３１号。以下「精神保健福祉法施行規則」という。）１９条１項は、精神

保健福祉法３８条の２第１項前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとお

りとする旨規定し、病名及び過去６月間（入院年月日から起算して６月を経

過するまでの間は、過去３月間）の病状又は状態像の経過の概要（精神保健

福祉法施行規則１９条１項４号）、生活歴及び現病歴（同項６号）、今後の

治療方針（同項８号）等とする。 

   精神保健福祉法施行規則１９条２項は、精神保健福祉法３８条の２第１項

後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする旨規定し、症状並び

に精神保健福祉法施行規則１９条１項４号、６号及び８号に掲げる事項とす

る。 

精神保健福祉法施行規則１９条３項は、精神保健福祉法３８条の２第１項

前段の規定による報告（以下「定期病状報告」という。）は、精神保健福祉

法２９条１項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする

同月以後の６月ごとの各月に行わなければならず、ただし、入院年月日から

起算して６月を経過するまでの間は、３月ごとの各月に行わなければならな

い旨規定する。 

（６）精神保健福祉法３８条の３第１項は、都道府県知事は、定期病状報告があ

ったときは、当該報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める

事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要が

あるかどうかに関し審査を求めなければならない旨規定し、精神保健福祉法

３８条の３第２項は、精神医療審査会は、審査を求められたときは、当該審

査に係る入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行

い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない旨規定し、同条４項

は、都道府県知事は、精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必

要でないと認められた者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対しその者

を退院させることを命じなければならない旨規定する。 

（７）精神保健福祉法３８条の４は、精神科病院に入院中の者又はその家族等は、

厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者

を退院させ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命
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じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じるこ

とを求めることができる旨規定する。 

（８）精神保健福祉法３８条の６第１項は、厚生労働大臣又は都道府県知事は、

必要があると認めるときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に

入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他

の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定

医に、精神科病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録その他の帳簿書

類を検査させ、若しくは当該精神科病院に入院中の者その他の関係者に質問

させ、又はその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、当該精神科病院

に入院中の者を診察させることができる旨規定する。 

３ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は以下のとおりである。 

（１）審査請求人は、平成３１年３月１日、交番に来所して意味不明な言動を

なし、警察官からの質問には一切応答せず、警察官が帰宅を促すと、手をば

たつかせて暴れ出した上、警察官の腕をつかんだり、足を引っかけて倒そう

としたりしたことから、警察官は、このまま放置すれば自傷他害のおそれが

あると判断し、審査請求人を保護した。Ｂ警察署長は、同日、処分庁に対し、

精神保健福祉法２３条に基づく通報をした。 
（保護通報） 

（２）処分庁は、平成３１年３月１日、精神保健福祉法２７条１項に基づく調

査をし、審査請求人は指定医による診察を受ける必要があると認めたため、

指定医２人に診察をさせたところ、審査請求人が精神障害者であり、かつ、

医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ

又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察

の結果が一致した。そのため、処分庁は、同日、審査請求人に対し、本件処

分（入院措置の決定）をし、審査請求人は、Ｃ病院（以下「本件病院」とい

う。）に入院し、治療を継続している。 
（精神保健福祉法第２７条に基づく調査書、措置入院に関する各診断書、措 

置入院決定のお知らせ、入院命令書） 
（３）本件病院の管理者は、令和元年６月１０日、同年９月９日、令和２年３

月９日及び同年９月９日、処分庁に対し、審査請求人に係る定期病状報告を

した。これらの定期病状報告後、処分庁は、Ｄ精神医療審査会に審査を求め、

同審査会が審査をした結果、いずれも、審査請求人については現在の入院形



 

5 
 

態での入院が適当とされた。 
また、処分庁は、令和元年６月２１日、精神保健福祉法３８条の６第１

項に基づき、指定医に審査請求人を診察させた結果、引き続き入院措置が必

要と認められる状態とされた。 
（措置入院者の定期病状報告書（令和元年６月４日付け、同年９月３日付け、 

令和２年３月５日付け、同年９月４日付け）、精神医療審査会審査結果（令 

和元年６月２０日付け、同年９月１９日付け、令和２年３月１９日付け、同 

年１０月１５日付け）、措置入院患者３か月診察報告書） 

（４）審査請求人は、令和元年６月３日、本件処分を不服として、本件審査請

求をした。 

（審査請求書、補正書） 

（５）審査庁は、令和３年２月１０日、当審査会に対し、本件審査請求を棄却

すべきであるとして、本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

４ 審査請求人の主張の要旨 

審査請求人は統合失調症ではない。適応障害とどう違い、また、なぜ私を犯

罪者扱いするのか。審査請求人は何も悪いことをしてきていないし、これから

もしようとは考えていない。診断自体違っており、本件処分に対して不服があ

るので、審査請求をする。 

（審査請求書、補正書） 

第２ 審査庁の諮問に係る判断の要旨 

審査庁の判断は、おおむね次のとおりであり、審理員の意見もこれと同旨で

ある。  

 １ 処分庁は、平成３１年３月１日、Ｂ警察署長からの通報を受理し、同日に行

った精神保健福祉法２７条１項に基づく調査の結果を踏まえて、その指定する

２人の指定医をして精神保健福祉法２８条の２に基づく判定をさせたところ、

その診察を受けた審査請求人が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため

に入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす

おそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致したことか

ら、同日付けで本件処分をした。 

 ２ 本件処分は継続的事実行為であり、その処分性は本件処分が解除されるまで

継続される。したがって、審査請求提起時点までにおける本件処分の適法性及

び妥当性も審査対象として検討する必要がある。 
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審査請求人に係る診療録及び看護記録によれば、本件処分開始から審査請求

提起時点までの間、主治医及び指定医並びに病院職員による頻回の診察が行わ

れているところ、「入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ

又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至った」事実は認められず、

その他の処遇等についても違法又は不当な点は認められない。 

なお、令和元年６月２１日に行われた精神保健福祉法３８条の６第１項に基

づく指定医の診察において、審査請求人については引き続き入院措置が必要と

認められる状態とされており、また、同月１０日、同年９月９日及び令和２年

３月９日の各定期病状報告について、Ｄ精神医療審査会が審査をした結果、そ

れぞれ、審査請求人については現在の入院形態での入院が適当とされている。 

このように、審査請求人については、本件処分の開始時から継続して入院が

必要な状態が続いていると判定されており、審査請求提起時点までの間に本件

処分を終了できる状態にあったとは認められない。 

３ 以上のとおり、本件処分に違法又は不当な点は見当たらず、本件審査請求

には理由がないため、棄却されるべきである。 

 ４ また、令和２年９月９日の定期病状報告についても、Ｄ精神医療審査会が審

査をした結果、審査請求人は現在の入院形態での入院が適当とされており、審

査請求人については、本件処分の開始時から継続して入院が必要な状態にある

から、本件処分が継続していることに違法性及び不当性はないものと考える。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

（１）本件審査請求から本件諮問に至るまでに約１年８か月が経過しているが、 

その間の手続の経過をみると、以下のとおりである。 

 本件審査請求     ：令和元年６月３日 

 審理員の指名     ：同年９月２６日 

 処分庁の弁明書提出  ：同年１０月２５日 

 審査請求人の反論書提出：同年１２月２６日 

 審理員意見書提出   ：令和３年１月６日 

 本件諮問       ：同年２月１０日 

 以上の経過をみるに、本件審査請求から審理員の指名までに約４か月、審

査請求人の反論書提出から審理員意見書の提出までに約１年を要しており、

これだけの期間を要する事情があったとは思われない。審査庁においては、

審理手続の迅速化を図る必要が認められる。 
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（２）上記の点以外には、本件諮問に至るまでの一連の手続に特段違法又は不

当と認められる点はうかがわれない。 

２ 本件処分の適法性及び妥当性について 

（１）本件審査請求に係る処分 

   審査庁は、諮問説明書において、「審査請求提起時点までにおける処分

の適法性及び妥当性」が審査対象であるとしている。 

   しかしながら、本件処分は継続的事実行為であり、入院措置が継続する

限り処分が継続しているというべきであり、審査対象を審査請求提起時点ま

でに限定することには理由がない。 

   そして、入院措置の継続をやめてほしいというのが審査請求人の意思と

考えられるのであるから、審査対象を審査請求提起時点までに限定すること

は、審査請求人の意思にも反することになる。 

   また、精神保健福祉法２９条の４第１項前段は、入院措置により入院し

た者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人

に害を及ぼすおそれがないと認められるに至ったときは、都道府県知事は、

その者を直ちに退院させなければならない旨規定し、精神保健福祉法３８条

の４は、入院中の者は、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させる

こと等を求めることができる旨規定している。入院措置の解除を求めるとい

うのが審査請求人の意思であるとすれば、「入院措置を解除してくれない」

という不作為が審査請求人の不服申立ての実質である。そうすると、不作為

についての審査請求の違法性・不当性の判断の基準時は、不作為の違法確認

の訴えと同様、一般的には裁決時と解されているから、本件審査請求の実質

に照らしても、違法性・不当性の判断の基準時は、裁決時と考えるべきであ

る。 

   したがって、本件については、審査請求提起後の部分についても、適法

性及び妥当性を審査すべきである。 

（２） 本件処分の適法性及び妥当性 

ア 関係資料によれば、本件については以下の事実が認められる。 

（ア）平成３１年３月１日に入院措置の決定がなされた際の指定医２人の診 

察によれば、審査請求人は幻覚妄想状態ないし統合失調症と診断されて

おり、幻覚妄想状態ないし興奮状態にあって他害のおそれがあるとして、

両指定医とも入院措置が必要としている。 
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（イ）その後、令和元年６月１０日の定期病状報告に際して行われた指定

医の診察においては、審査請求人は、幻覚・妄想は非常に強く、病識

も全くない状態であり、現在も精神病症状に左右され、他害に至るお

それは消失していないとされており、同定期病状報告後に行われたＤ

精神医療審査会の審査においても、審査請求人については現在の入院

形態での入院が適当とされている。また、同月２１日付けの措置入院

患者３か月診察報告書においても、指定医は、被害妄想が続いており

病識なし等として、審査請求人は引き続き入院措置が必要としている。 

（ウ）令和元年９月９日の定期病状報告に際して行われた指定医の診察に

おいては、審査請求人の状態は、上記（イ）の定期病状報告の際と同

じとされ、令和２年３月９日の定期病状報告に際して行われた指定医

の診察結果も同じであった。これらの定期病状報告後に行われたＤ精

神医療審査会の各審査の結果も、上記（イ）の審査結果と同じであっ

た。 

（エ）令和２年９月９日の定期病状報告に際して行われた指定医の診察に 

おいても、審査請求人は、幻覚・妄想は非常に強く、病識も全くない

状態であり、現在も精神病症状に左右され、他害に至るおそれは消失

していないとされており、同定期病状報告後に行われたＤ精神医療審

査会の審査においても、審査請求人については現在の入院形態での入

院が適当とされている。 

イ 上記事実によれば、審査請求人については、入院措置開始時以降、他人

に害を及ぼすおそれが継続しており、現時点においてもその状態は同様

であると考えられ、審査請求人について入院措置の決定をし、入院措置

を継続している本件処分が違法又は不当であるとはいえない。 

３ まとめ 

以上によれば、本件処分は、継続的事実行為であるにもかかわらず、審査庁

は、本件審査請求の対象を本件処分の審査請求提起時点までの部分に限定し、

その部分の適法性及び妥当性を検討したのみで、本件審査請求は棄却すべきで

ある旨の判断をしている点において、審査庁の考え方は、妥当とはいえない。

ただし、審査庁は、審査請求提起後の入院措置の継続についても適法かつ妥当

であるとする判断を追加し、資料を提出しているので、これも併せ考慮すると、

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、結論においては妥当

である。 
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よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第２部会 

委   員   戸   谷   博   子 

委   員   伊   藤       浩 

委   員   交   告   尚   史 
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